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平成３１年第１回中間市議会定例会会期日程（案） 

（会 期 ２月２６日～３月２０日：２３日間） 

月   日 曜 本 会 議 委員会 審   査   事   項 

２月２６日 火
開   議

午前１０時

１．会期の決定 
２．選挙第１号 
３．第１号議案～第２２号議案 
 ［ 議案上程・提案理由説明 ］ 

 ２月２７日 水 休   会

 ２月２８日 木
開   議

午前１０時

１．一般質問 
２．第１号議案～第１２号議案 
３．第２３号議案 
 ┌ 議案上程・提案理由説明    ┐
 └ 質疑・討論・採決・委員会付託 ┘

 ３月 １日 金 休   会

 ３月 ２日 土 休   会

 ３月 ３日 日 休   会

 ３月 ４日 月 休   会 委員会

 ３月 ５日 火 休   会 委員会

 ３月 ６日 水 休   会 委員会

 ３月 ７日 木 休   会

 ３月 ８日 金
開   議

午後１時３０分

１． 第１号議案～第１１号議案 
第１３号議案～第２３号議案 

 ┌ 委員長報告・質疑・討論・採決 ┐
 └ 委員会付託          ┘

 ３月 ９日 土 休   会

 ３月１０日 日 休   会

 ３月１１日 月 休   会 委員会

 ３月１２日 火 休   会 委員会

 ３月１３日 水 休   会 委員会

 ３月１４日 木 休   会

 ３月１５日 金 休   会 委員会

 ３月１６日 土 休   会

 ３月１７日 日 休   会

 ３月１８日 月 休   会

 ３月１９日 火 休   会

 ３月２０日 水
開   議

午前１０時

１．第１３号議案～第２２号議案 
２．意見書案第１号～第４号 
 ┌ 議案上程・提案理由説明    ┐
 └ 委員長報告・質疑・討論・採決 ┘
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諸 般 の 報 告 

第１回中間市議会定例会 

平成３１年２月２６日 

 （報告書の受領） 

１．地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、各会計の例月出納検査結果報告書を、

平成３０年１１月２６日、１１月２９日、１２月１０日、１２日、２１日、２７日、平

成３１年１月１０日、１１日、２２日、２４日、２月８日付で監査委員から下記のとお

りそれぞれ受領した。 

記 

（１）一般会計及び特別会計   平成３０年度６月分～９月分 

（１）水 道 事 業 会 計   平成３０年度６月分～９月分 

（２）病 院 事 業 会 計   平成３０年度４月分～６月分 

２．地方自治法第１９９条第９項の規定により、定期監査結果報告書を、平成３０年

１１月２７日、１２月１２日、平成３１年１月２３日、３１日、２月８日付で監査委員

から下記のとおりそれぞれ受領した。 

記 

（１）こ ど も 未 来 課   平成２８年度 

                  平成２９年度 

（２）建 設 課   平成２８年度 

                  平成２９年度 

（３）環 境 保 全 課   平成２８年度 

                  平成２９年度 

（４）生 涯 学 習 課   平成２８年度 

                  平成２９年度 

（４）総 務 課   平成２８年度 

                  平成２９年度 
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３．地方自治法第１９９条第９項の規定により、公の施設の指定管理者監査を、平成

３１年１月３１日付で監査委員から下記のとおり受領した。 

記 

（１）中間市体育協会・ミズノグループ   平成２８年度、平成２９年度 

４．地方自治法第１８０条第２項の規定により、専決処分の報告書を、平成３１年２月

１４日付で市長から下記のとおり受領した。 

記 

（１）損害賠償の額を定め、和解することについて 

 ・相 手 方  中間市在住 女性 ６９歳 

 ・事故の概要  事故発生日時 平成３０年９月２７日（木） 午後４時頃 

          事故の発生場所 中間市朝霧一丁目１５－２６付近交差点 

          事 故 の 状 況 市の委託業務として株式会社忠助の従業員が運転

する市立さくら保育園公用車が中間市朝霧一丁目

１５－２６付近交差点を走行中、右側から交差点

内に直進してきた相手方車両が衝突し、当該公用

車は更に左側民家のブロック塀に衝突した。これ

により、相手方車両については左前面部のへこみ

及び部品の破損が、公用車については右側前面部

から右ドアのへこみ破損、左前面角のへこみ破損

及び前車輪の車軸のゆがみが生じた。 

 ・損害賠償の額  １７０，６６１円 

（２）損害賠償の額を定め、和解することについて 

 ・相 手 方  中間市在住 女性 ７１歳 

 ・事故の概要  事故発生日時 平成３０年１１月１２日（木） 午後１０時頃 

          事故の発生場所 中間市扇ヶ浦二丁目２５８１－１２７番地先 

          事 故 の 状 況 市道松ヶ岡６号線に隣接する駐車場の出入り口に

あるがたついた歩車道境界ブロックに、相手側が

所有し運転走行中の車両が当たり車両の下部に損

傷を与えた。 
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 ・損害賠償の額  ２４０，０１５円 

（３）損害賠償の額を定め、和解することについて 

 ・相 手 方  中間市在住 男性 ６５歳 

 ・事故の概要  事故発生日時 平成３０年１２月２２日（土） 午前１０時４４分頃

          事故の発生場所 中間市通谷一丁目２９５－１４２番地先 

          事 故 の 状 況 市道通谷団地５１号線において、経年劣化し亀裂

の入った道路舗装のアスファルト片が、相手方が

所有し運転走行中の車両の下部に当たり損傷を与

えた。 

 ・損害賠償の額  １４５，１９１円 

 （意見書の提出） 

 平成３０年１２月１１日の本会議で可決された下記の意見書を、同日付で関係機関に対

してそれぞれ送付した。 

記 

（１）認知症施策の推進を求める意見書 

（２）無戸籍問題の解消を求める意見書 

（３）国による防災対策の強化を求める意見書 

（４）原発に依拠しない再生可能エネルギーの活用推進を求める意見書 

（５）消費税率１０％への引き上げの中止を求める意見書 
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─────────────────────────────────────────────────── 

平成31年 第１回 ３月（定例）中 間 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                           平成31年２月26日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       平成31年２月26日 午前10時00分開会 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 選挙第１号 中間市外二ヶ町山田川水利組合議会議員の選挙 

 日程第 ３ 第１号議案 平成３０年度中間市一般会計補正予算（第３号） 

 日程第 ４ 第２号議案 平成３０年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第 

              ３号） 

 日程第 ５ 第３号議案 平成３０年度中間市公共下水道事業特別会計補正予算（第 

              ２号） 

 日程第 ６ 第４号議案 平成３０年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第３ 

              号） 

 日程第 ７ 第５号議案 平成３０年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第 ８ 第６号議案 平成３０年度中間市病院事業会計補正予算（第２号） 

（日程第３～日程第８ 提案理由説明） 

 日程第 ９ 第７号議案 中間市特別職職員の旅費に関する条例及び中間市一般職職

員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 日程第１０ 第８号議案 中間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 日程第１１ 第９号議案 中間市人権擁護条例の一部を改正する条例 

 日程第１２ 第１０号議案 中間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 日程第１３ 第１１号議案 中間市布設工事監督員の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条

例 

（日程第９～日程第１３ 提案理由説明） 

 日程第１４ 第１２号議案 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の

数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更

について 

（日程第１４ 提案理由説明） 

 日程第１５ 第１３号議案 平成３１年度中間市一般会計予算 
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 日程第１６ 第１４号議案 平成３１年度中間市特別会計国民健康保険事業予算 

 日程第１７ 第１５号議案 平成３１年度中間市住宅新築資金等特別会計予算 

 日程第１８ 第１６号議案 平成３１年度中間市地域下水道事業特別会計予算 

 日程第１９ 第１７号議案 平成３１年度中間市公共下水道事業特別会計予算 

 日程第２０ 第１８号議案 平成３１年度中間市公共用地先行取得特別会計予算 

 日程第２１ 第１９号議案 平成３１年度中間市介護保険事業特別会計予算 

 日程第２２ 第２０号議案 平成３１年度中間市後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第２３ 第２１号議案 平成３１年度中間市水道事業会計予算 

 日程第２４ 第２２号議案 平成３１年度中間市病院事業会計予算 

（日程第１５～日程第２４ 提案理由説明） 

 日程第２５ 会議録署名議員の指名 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

 １番 植本 種實君       ２番 小林 信一君 

 ３番 堀田 克也君       ４番 柴田 芳信君 

 ５番 田口 澄雄君       ６番 田中多輝子君 

 ７番 掛田るみ子君       ８番 草場 満彦君 

 ９番 中尾 淳子君      １０番 山本 慎悟君 

１１番 安田 明美君      １２番 梅澤 恭徳君 

１３番 柴田 広辞君      １４番 中野 勝寛君 

１５番 井上 太一君      １６番 下川 俊秀君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………… 福田  浩君   教育長 …………… 片平 慎一君 

市長公室長 ……… 佐伯 道雄君   総務部長 ………… 園田  孝君 

市民部長 ………… 安徳  保君   保健福祉部長 …… 船津喜久男君 

建設産業部長 …… 藤田 宜久君   教育部長 ………… 田中 英敏君 

環境上下水道部長 ………………………………………………… 井上  一君 
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市立病院事務長 … 貞末 孝光君   消防長 …………… 三船 時彦君 

企画政策課長 …… 濱田  学君   総務課長 ………… 後藤 謙治君 

財政課長 ………… 蔵元 洋一君   課税課長 ………… 森満  学君 

人権男女共同参画課長 …………………………………………… 大庭 省二君 

健康増進課長 …… 岩河内弘子君   こども未来課長 … 平川 佳子君 

介護保険課長 …… 冷牟田 均君   上水道課長 ……… 田中 秀一君 

下水道課長 ……… 岩切 伸一君   市立病院課長 …… 末廣 勝彦君 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 西村 拓生君       書  記 谷山 隆二君 

書  記 志垣 憲一君       書  記 池田  恭君 

────────────────────────────── 
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午前10時00分開会 

○議長（下川 俊秀君）  

 おはようございます。ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。 

 これより平成３１年第１回中間市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 この際、日程に入ります前に、諸般の報告を行います。 

 報告事項は、お手元に配布しております。 

 朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

 なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定

○議長（下川 俊秀君）  

 これより日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から３月

２０日までの２３日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は２３日間と決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．選挙第１号

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、日程第２、選挙第１号中間市外二ヶ町山田川水利組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選によりたいと思いますが、これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 

 中間市外二ヶ町山田川水利組合議会議員に小田良照君、重本善十君、五郎丸岩勝君、安

村幸治君を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸君を、中間市外二ヶ町山
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田川水利組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（下川 俊秀君）  

 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君が中間市外二ヶ町山田

川水利組合議会議員に当選されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．第１号議案

日程第４．第２号議案

日程第５．第３号議案

日程第６．第４号議案

日程第７．第５号議案

日程第８．第６号議案

○議長（下川 俊秀君）  

 日程第３、第１号議案から日程第８、第６号議案までの平成３０年度各会計補正予算

６件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。福田市長。 

○市長（福田  浩君）  

 皆様、おはようございます。 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 第１号議案平成３０年度中間市一般会計補正予算（第３号）について、提案理由を申し

上げます。 

 本補正予算は、国の補正予算について、昨年の第１９７回臨時会で第１号が、現在開会

中の第１９８回常会で第２号がそれぞれ成立したことに伴うものでございます。 

 これらの国の補正予算を活用し、平成３０年度に追加される投資的経費は国庫補助金に

加え、後の年度に交付税措置のある補正予算債が充当できる大変有利で手厚い財政措置が

受けられるものとなっております。 

 本市といたしましても、この有利な財源を最大限に活用するため、平成３１年度執行事

業を前倒しで計上し、事業の早期執行に取り組んでまいります。 

 本補正予算におきましては、前倒し事業として、義務教育施設の改善事業を計上してお

り、具体的には教育費におきまして児童生徒の熱中症対策といたしまして、各小中学校の

使用頻度の高い特別教室への空調設置事業に３,４７０万円を計上いたしております。加

えて各中学校の和式トイレを洋式トイレへと更新するトイレ改善事業に１億５,８１０万

円を計上いたしております。 

 このトイレ改善事業につきましては、年次的に実施しており、これで市内全小中学校の

トイレの洋式化が完了いたします。 
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 次に、前倒し事業以外の補正予算の主なものでございますが、特別会計繰出金につきま

して、国民健康保険事業繰出金を９００万円追加し、後期高齢者医療特別会計繰出金を

３１０万円減額いたしております。 

 次に、歳入につきましては、国庫支出金におきまして、前倒し事業に伴いブロック塀・

冷房設備対応臨時特例交付金１,３４０万円、学校施設環境改善交付金５,３２０万円を追

加いたしております。 

 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金につきましては、今回計上いたしました空調

設置事業に加え、既に施工いたしております小中学校のブロック塀改修事業にも適用され

る有利な交付金となっております。 

 市債につきましては、前倒し事業の追加に伴い、学校教育施設整備事業債を１億

３,１３０万円追加計上いたしております。 

 以上により、歳入歳出それぞれ１億６,１６０万円を追加し、予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１８５億６,６２４万２,０００円とするものでございます。 

 第２号議案平成３０年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）について、

提案理由を申し上げます。 

 歳出の主な内容といたしましては、医療費の減少に伴い、一般被保険者療養給付費を

９,０７０万円減額いたしております。また、直営診療施設に対する補助金の申請により、

直営診療施設繰出金を１,３１０万円追加いたしております。これは、国民健康保険直営

診療施設でございます、中間市立病院での事業に対する補助金を中間市特別会計国民健康

保険事業で受け入れ、病院事業会計に繰り出すものでございます。 

 次に、歳入の主な内容といたしましては、一般被保険者療養給付費の減額に伴い、普通

交付金を９,０７０万円減額いたしております。 

 また、国保被保険者減少数の修正等に伴い、一般被保険者国民健康保険税を４,５００万

円、直営診療施設繰出金の増額に伴い、特別調整交付金分を１,３１０万円追加いたして

おります。 

 また、歳入欠陥補填収入につきましては、４,２４０万円を減額いたしております。 

 以上により、歳入歳出それぞれ７,７６３万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ６３億５,５３５万円とするものでございます。 

 第３号議案平成３０年度中間市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、

提案理由を申し上げます。 

 今回の補正の内容といたしましては、今年度に施工しております公共下水道整備工事に

おきまして、支障となる既設ガス簡易移設の協議及び施工に不測の日数を要したこと等に

より、工事の完了が平成３１年度となる見込みとなりましたことから、３款建設費の工事

請負費６,７７０万円を翌年度へ繰り越すものでございます。 

 第４号議案平成３０年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について、提
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案理由を申し上げます。 

 まず、保険事業勘定の歳出といたしましては、介護給付費準備基金積立金に５,０００万

円を追加いたしております。 

 保険事業勘定の歳入といたしましては、国において今年度から高齢者の自立支援、重度

化防止等に関する取り組みを支援するために、保険者機能強化推進交付金を新たに交付す

ることとしたことに伴い、保険者機能強化推進交付金を７６０万円追加いたしております。 

 また、介護サービス事業勘定の歳出といたしましては、介護予防支援計画原案作成委託

料支払い費として、負担金補助及び交付金を２００万円追加いたしております。 

 介護サービス事業勘定の歳入といたしましては、歳出の増加に伴い、居宅支援サービス

計画費収入を２００万円追加しております。 

 以上により、歳入歳出それぞれ５,２００万円を追加し、介護サービス事業勘定を加え

た予算総額を歳入歳出それぞれ５１億４,１４５万円とするものでございます。 

 第５号議案平成３０年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、

提案理由を申し上げます。 

 まず、歳出の主な内容といたしましては、後期高齢者医療広域連合へ納付いたします保

険料負担金８８０万円減額いたしております。 

 次に、歳入の主な内容といたしましては、後期高齢者医療保険料を２,２７０万円、保

険基盤安定繰入金を３１０万円減額し、繰越金を１,７００万円追加いたしております。 

 以上により、歳入歳出それぞれ８８０万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

７億９,００９万円とするものでございます。 

 第６号議案平成３０年度中間市病院事業会計補正予算（第２号）について、提案理由を

申し上げます。 

 まず、収益的収入につきまして、ご説明申し上げます。 

 収益的収入につきましては、病院事業収益の医業外収益１,０４２万円追加いたしてお

ります。これは、国民健康保険直診施設交付金を申請したことに伴うものでございます。 

 この結果、病院事業収益における予算の総額を２１億８,６４８万５,０００円とするも

のでございます。 

 次に、資本的収入及び支出につきまして、ご説明申し上げます。 

 資本的収入につきましては、主に資本的支出において医療機器の購入額が入札の結果、

当初予定額より下がったことにより、固定資産整備企業債を２,０３０万円減額し、国民

健康保険直診施設交付金を申請したことに伴い、他会計負担金を２７０万円追加いたして

おります。 

 また、資本的支出につきましては、器械備品等購入費を１,７６２万円減額いたしてお

ります。 

 この結果、資本的収入における予算の総額を１億８,１７１万円、また、資本的支出に
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おける予算の総額を２億１,２３２万６,０００円とするものでございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する３億６１万６,０００円につきまし

ては、損益勘定留保資金及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填するこ

とといたしております。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（下川 俊秀君）  

 ただいま議題となっております各会計補正予算６件に対する質疑は、２月２８日の本会

議で行いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第 ９．第 ７号議案

日程第１０．第 ８号議案

日程第１１．第 ９号議案

日程第１２．第１０号議案

日程第１３．第１１号議案

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、日程第９、第７号議案から日程第１３、第１１号議案までの条例改正５件を一括

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。福田市長。 

○市長（福田  浩君）  

 第７号議案中間市特別職職員の旅費に関する条例及び中間市一般職職員の旅費に関する

条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

 出張時における日当は、出張に伴う諸経費、目的地を巡回する交通費等を賄うものとさ

れており、本市の一般職職員においては、市内及び管内への出張を除き、公用車での出張

の場合、県内４００円、県外５００円、その他の公共交通機関等を利用した場合１,０００円

の日当を支給しております。また、特別職職員においては、公用車での出張の場合、県内

５００円、県外６００円、その他公共交通機関等を利用した場合１,１００円の日当を支

給しております。 

 しかしながら、本市の現在の財政状況等に鑑み、近隣市町にさきがけ宿泊を伴わない出

張につきましては日当の支給を廃止するものでございます。 

 なお、条例の施行日につきましては、平成３１年４月１日といたしております。 

 第８号議案中間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

 今回の条例改正は、大学制度の中に新たな高等教育機関として、専門職大学が設けられ

たことに伴い、厚生労働省令であります放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準の一部が改正され、本年４月１日に施行されることに伴うものでございます。 
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 条例の改正内容といたしましては、放課後児童健全育成事業所に配置する放課後児童支

援員の資格要件を同省令にあわせて拡大し、社会福祉学等の特定の学科を修めて専門職大

学の前期課程を修了した者を含めるものでございます。 

 なお、条例の施行日につきましては、同省令の施行日にあわせまして、平成３１年４月

１日といたしております。 

 第９号議案中間市人権擁護条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げま

す。 

 中間市人権擁護条例は、日本国憲法及び世界人権宣言の理念にのっとり、部落差別を初

め、女性、高齢者、障がい者に対する差別、その他あらゆる差別をなくし、もって市民の

人権意識の高揚を図り、市民による人権擁護の確立された「人にやさしい愛のまちなか

ま」の実現に寄与することを目的として、平成１０年１０月１日に施行されました。 

 本市におきましては、係る目的を達成するべく、人権施策を推進し、基本的人権を擁護

するための総合的な対策を図ってまいりました。 

 しかしながら、議員の皆様もご存じのとおり、一昨年の８月１０日の臨時会において、

傍聴席から部落差別発言がなされるなど、条例の目的は依然として達成されず、あらゆる

場面において差別が存在している状況でございます。 

 また、国におきましても、平成２８年４月１日に「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」が、同年１２月１６日に「部落差別を解消の推進に関する法律」がそれぞ

れ施行されました。 

 これらの法律には、障がい者差別や部落差別がいまだに存在していることを受けて、国

や地方公共団体の責務として、これらの差別の解消を推進することが定められております。 

 今回の条例改正は、これらのような国の動向及び本市の事情を踏まえ、条例の目的にい

ま一度立ち返り、部落差別を初め、女性、高齢者、障がい者に対する差別、その他あらゆ

る差別や人権侵害をなくし、差別のないまちを実現することを目的とするものでございま

す。 

 改正の主な内容といたしましては、条例の目的を達成するため、職場での研修や啓発活

動の実施を事業者の努力義務とすること、また、市民や事業者による差別行為を禁止する

ことを定めるものでございます。 

 また、差別解消のための施策の策定や推進に反映させるため、必要に応じて実態調査や

意識調査を実施すること、市民等の人権意識の高揚のため、人権教育の推進と啓発活動を

行うこと、あらゆる差別や人権侵害に関する相談に的確に応じる体制を整備し充実させる

こと等の市の責務につきましても新たに定めるものでございます。 

 そして、これらの改正を踏まえた上で、条例の目的を題名においても明示するため、題

名を「中間市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例」に改めるもので

ございます。 
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 なお、条例の施行日につきましては、平成３１年４月１日とするものでございます。 

 第１０号議案中間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由を申

し上げます。 

 今回の条例改正は、昨年１２月２１日に平成３１年度税制改正の大綱が閣議決定された

ことにより、国民健康保険法施行令の一部が改正され、本年４月１日に施行されることに

伴うものでございます。 

 条例改正の内容でございますが、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を

５８万円から６１万円に引き上げる一方、低所得の世帯に対する軽減措置の拡充といたし

まして、５割軽減及び２割軽減の軽減判定基準の算定において、１人当たりの加算額を、

５割軽減にあっては２７万５,０００円から２８万円に、２割軽減にあっては５０万円を

５１万円に引き上げ、国民健康保険税の負担に軽減を図るものでございます。 

 なお、条例の施行日につきましては、政令の改正にあわせ本年４月１日といたしており

ます。 

 第１１号議案中間市布設工事監督員の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

 今回の条例改正は、水道法施行令及び水道法施行規則に規定されている布設工事の技術

上の監督業務を行う布設工事監督員及び水道技術管理者の資格基準が改められ、本年４月

１日から施行されることに伴うものでございます。 

 条例の主な改正内容といたしましては、布設工事監督員の資格基準の一つであります技

術士法における技術士試験の選択科目である水道環境が削除され、上水道及び工業用水道

に統合されること、また、大学制度の中に新たな高等教育機関として専門職大学が設けら

れたことに伴い、布設工事監督員及び水道技術管理者の資格基準として専門職大学に係る

内容が規定されましたことから、条例におきましてもこれらにあわせるものでございます。 

 なお、条例の施行日につきましては、政令等の施行日にあわせ平成３１年４月１日とい

たしております。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（下川 俊秀君）  

 ただいま議題となっております条例改正５件に対する質疑は、２月２８日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．第１２号議案

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、日程第１４、第１２号議案福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団

体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。福田市長。 
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○市長（福田  浩君）  

 第１２号議案福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び福

岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について、提案理由を申し上げます。 

 福岡県市町村職員退職手当組合の加入団体であるふくおか県央環境施設組合、飯塚市・

桂川町衛生施設組合、浮羽老人ホーム組合及び東山老人ホーム組合が、本年３月３１日を

もって解散し、また、ふくおか県央環境広域施設組合が本年４月１日付で新規設置される

ことに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数を増減し、同組

合規約を変更するため、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（下川 俊秀君）  

 ただいま議題となっております第１２号議案に対する質疑は、２月２８日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．第１３号議案

日程第１６．第１４号議案

日程第１７．第１５号議案

日程第１８．第１６号議案

日程第１９．第１７号議案

日程第２０．第１８号議案

日程第２１．第１９号議案

日程第２２．第２０号議案

日程第２３．第２１号議案

日程第２４．第２２号議案

○議長（下川 俊秀君）  

 次に、日程第１５、第１３号議案から日程第２４、第２２号議案までの平成３１年度各

会計予算１０件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。福田市長。 

○市長（福田  浩君）  

 第１３号議案から第２２号議案までにつきましては関連がございますので、一括して提

案理由を申し上げます。 

 まず、第１３号議案となります、平成３１年度中間市一般会計予算について、市政運営

の所信の一端を申し述べますとともに、その概要についてご説明申し上げます。 

 昨年１０月に市制施行６０周年の節目を迎えた本市にとりまして、平成３１年度は新た

な歩みを始める１年となりますが、国の経済施策の効果は、いまだ地方にまで十分に波及
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しておらず、社会保障関連経費の増加等から大変厳しい財政状況となっております。 

 しかしながら、限られた財源を有効に活用することで、市民の皆様の活力となるための、

また、多くの人に愛されるまちづくりを進めていくための予算編成としております。 

 市長就任以来、私は、「なかまの魅力」を全力で発信してまいりましたが、この１年も、

まだまだ伝えきれていない「なかまの魅力」を掘り起こしながら、引き続きそのすばらし

さを全力発信してまいります。 

 それでは、歳出の主なものをご説明申し上げます。 

 まず、性質別経費からご説明いたします。 

 人件費につきましては、前年度と比べ０.５％増額の３１億１,４５０万円となり、一般

会計全体に占める割合は約１７％となっております。 

 公債費につきましては、地方債残高の大幅な減少に伴い、前年度と比べて９,３６０万

円減額となる１９億５７０万円となっております。 

 次に、目的別の主な事業についてご説明いたします。 

 総務費におきましては、漫画や動画の活用等により、本市の魅力を全力で発信する中間

市シティプロモーション事業に２５０万円、国との連携や遠賀川河川敷を活用したイベン

ト等の実施により、遠賀川中間地区の水辺空間創出に取り組むかわまちづくり事業の推進

に要する経費に１４０万円を計上し、交流人口の増加に向けて積極的に取り組んでまいり

ます。 

 また、市庁舎及び市民会館の照明や空調設備等を改修し、施設の省エネルギー化を図る

カーボンマネジメント強化事業に８００万円を計上いたしております。 

 なお、本事業は、平成３１年度に実施設計、平成３２年度に設備更新工事を実施する予

定といたしております。 

 民生費におきましては、本市の福祉避難所に指定されています、地域総合福祉会館の外

壁改修事業に５,４００万円を計上し、施設の長寿命化、防災機能の強化を図ってまいり

ます。 

 また、学童保育所の利用料を減免する放課後児童クラブ利用料減免事業に３７０万円、

消費税の税率引き上げへの対策として、住民税非課税世帯及び子育て世帯を対象としたプ

レミアムつき商品券発行事業に２,７６０万円を計上し、低所得者及び子育て世帯の経済

負担の軽減を図ってまいります。 

 衛生費におきましては、平成３２年度に本市の保健センター内に開設予定の子育て世代

包括支援センターの設置費用に４２０万円を計上し、妊娠期から子育て期まで切れ目ない

支援を実施してまいります。 

 農林水産業費におきましては、農村環境整備事業として、中底井野地区の農業用水路改

良事業に２,０００万円を計上し、農業生産力の向上を図ってまいります。 

 土木費におきましては、継続して取り組んでおります、中鶴地区の市営住宅建替事業に
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ついて、中鶴更新住宅１期新築工事等に５億９０万円、債務負担行為といたしましては、

中鶴更新住宅２期新築工事に、平成３１年度から平成３２年度までの２年間で１２億

２,４４０万円を計上し、地区全体の新たなまちづくりに向けた取り組みをさらに推進し

てまいります。 

 また、災害時における通学路や避難路等の安全確保のため、倒壊の危険性があるブロッ

ク塀を解体する費用の助成事業に２１０万円を計上いたしております。 

 消防費におきましては、老朽化した消防ポンプ自動車の更新費用に４,０１０万円、災

害対策本部を設置する市役所本庁舎に７２時間対応の非常用電源を整備する経費に

４,９５０万円を計上し、災害に強く、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進してま

いります。 

 教育費におきましては、市内全ての中学校のトイレ改修事業に１億５,８１０万円を計

上し、教育環境整備を一層推進してまいります。 

 生涯学習部門におきましては、中間仰木彬記念球場横の市民トイレの改修費用に

１,８５０万円、球場内のブロック塀の改修費用に５００万円を計上し、体育施設の利便

性及び安全性の向上を図ります。 

 次に、歳入予算についてご説明申し上げます。 

 地方自治体における歳入予算の柱であります市税につきましては、法人市民税、固定資

産税が増加し、市税総額で３９億円を計上し、前年度と比べ７,３３０万円の増額となっ

ております。 

 歳入におけるもう一つの柱であります地方交付税につきましては、国の地方財政計画に

おいては、前年度と比べ１.１％の増額となっていることから、普通交付税におきまして

は、前年度の交付基準額と比べ３,４７０万円の増額の４５億５１０万円を計上いたして

おります。 

 しかしながら、実質的な普通交付税であります臨時財政対策債につきましては、地方財

政計画におきまして１８.３％の減額となっていることから、前年度決定額から８,９６０万

円減額となる４億２０万円を計上いたしております。 

 市税及び交付税の大幅な増収が見込めない状況の中、積極的な取り組みを進めておりま

す、ふるさと納税は引き続き好調でありまして、平成３１年度は５億円を予算計上いたし

ております。 

 また、人口の流入や地域の活性化のため、市有地の売却事業を推進することとし、市有

地売り払い収入を６億５,０００万円計上いたしております。 

 基金繰入金につきましては、一部事業の見直し、自主財源の積極的な確保等により、収

支の改善を図りましたが、平成３１年度は２億７,０００万円を計上しております。 

 基金繰り入れの予算となり、自主財源比率が低い本市におきましては、平成３１年度以

降も安全かつ良質な公共サービスが、確実、効率的かつ適正に実施されるよう、より強力
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に行財政改革に取り組む所存でございます。 

 以上により、平成３１年度一般会計予算は、前年度と比較して６億３,９９０万円の増

額、率にして３.６％増の歳入歳出それぞれ１８６億５,６８０万円を計上いたしておりま

す。 

 次に、第１４号議案平成３１年度中間市特別会計国民健康保険事業予算について、提案

理由を申し上げます。 

 まず、歳出の主なものといたしましては、保険給付費として３７億８,１２０万円、国

民健康保険事業費納付金として１１億８,２９０万円、保健事業費として４,３３０万円、

これらに伴う事務費を総務費として１億２,９７０万円計上いたしております。 

 次に、歳入の主なものといたしましては、国民健康保険税として７億５,３８０万円を

計上いたしております。この内訳といたしましては、医療給付費分が５億３,８２０万円、

介護納付金分が３,５７０万円、後期高齢者支援金分が１億７,９８０万円でございます。

また、県支出金として３８億２,１９０万円、繰入金として５億４,９７０万円、諸収入と

して２,３３０万円計上いたしております。 

 以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ５１億４,９６６万円とするものでござい

ます。 

 昨年４月から国民健康保険は都道府県単位となりましたが、制度改革後も市町村は、被

保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険税の徴収、保健事業の実

施、その他の国民健康保険事業について、従来どおり適切に実施するものとされておりま

す。 

 本市におきましても、引き続き保健事業への取り組みをさらに強化することにより、被

保険者の健康増進による医療費の適正化に努めるとともに、国民健康保険税の歳入の確保

に最大限努力し、国民健康保険財政の健全化を図ってまいる所存でございます。 

 次に、第１５号議案平成３１年度中間市住宅新築資金等特別会計予算について、提案理

由を申し上げます。 

 まず、歳出につきましては、住宅新築資金等貸付金の回収に要する経費として、臨時職

員賃金２０万円、弁護士相談委託料３０万円、補償補填及び賠償金１００万円などを計上

いたしております。 

 次に、歳入につきましては、住宅新築資金等償還推進助成事業費補助金として２０万円、

貸付金の元利収入として１３０万円を計上いたしております。 

 以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ１６０万円とするものでございます。今後

とも貸付金の回収に最大限努力する所存でございます。 

 次に、第１６号議案平成３１年度中間市地域下水道事業特別会計予算について、提案理

由を申し上げます。 

 まず、歳出の主なものといたしましては、曙下水処理場及び中鶴下水処理場の維持管理
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委託料を５,６５０万円、両下水処理場の修繕料及び光熱水費を２,１９０万円、事務処理

に要する経費を３１０万円計上いたしております。 

 次に、歳入の主なものといたしましては、下水道使用料を５,０６０万円、一般会計繰

入金を４,２４０万円計上いたしております。 

 以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ９,３０６万円とするもので、前年度より

３４７万円増額いたしております。 

 次に、第１７号議案平成３１年度中間市公共下水道事業特別会計予算について、提案理

由を申し上げます。 

 まず、歳出の主なものといたしましては、下大隈地区など市内１６カ所で実施する下水

道工事費を５億９,１００万円、岩瀬西町地区など市内２地区の実施設計業務委託料を

３,０００万円、ガス管及び水道管移設等の補償費を３,０００万円、流域下水道処理負担

金を３億２,０１０万円、公債費の元金償還金を６億３,２６０万円、同じく利子償還金を

２億１,５６０万円計上いたしております。 

 次に、歳入の主なものといたしましては、下水道受益者負担金を２,９００万円、下水

道使用料を４億２,０５０万円、一般会計繰入金を８億３,４６０万円、公共下水道事業費

国庫補助金を２億７,０００万円、公共下水道事業債を４億２,６５０万円計上いたしてお

ります。 

 以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億８,７３５万円とするもので、前年

度より６,３６１万円増額いたしております。 

 財政状況の厳しい中、単独事業費を減額し、国庫補助対象事業費を増額するなど、国庫

補助事業を積極的に活用し、効率的な事業運営に努めてまいります。 

 次に、第１８号議案平成３１年度中間市公共用地先行取得特別会計予算について、提案

理由を申し上げます。 

 まず、歳出といたしましては、公有財産購入費を１０万円計上いたしております。 

 次に、歳入といたしましては、市債として１０万円を計上いたしております。 

 以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０万円とするものでございます。 

 次に、第１９号議案平成３１年度中間市介護保険事業特別会計予算について、提案理由

を申し上げます。 

 まず、保険事業勘定の歳出における主なものといたしましては、介護サービス利用に伴

う保険給付費を４４億６,２２０万円、高齢者の地域での生活を総合的に支援する地域支

援事業費を５億４４０万円、総務費を１億４４０万円計上いたしております。 

 また、歳入の主なものといたしましては、６５歳以上の第１号被保険者の介護保険料を

１０億４,３００万円、保険給付費等の歳出に対する国庫支出金を１１億５,９８０万円、

支払基金交付金を１２億９,４１０万円、県支出金を７億２,５１０万円、一般会計繰入金

を７億２,７８０万円計上いたしております。 
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 以上により、保険事業勘定におきましては、歳入歳出それぞれ５０億７,２７３万円を

計上いたしております。 

 次に、介護サービス事業勘定の歳出の主なものといたしましては、職員人件費、嘱託職

員人件費及び予防給付ケアプラン作成委託料等の居宅介護支援事業費として、２,７６０万

円を計上いたしております。 

 また、歳入の主なものといたしましては、予防給付費収入として２,７６０万円を計上

いたしております。 

 以上により、介護サービス事業勘定におきましては、歳入歳出それぞれ２,７６６万円

を計上し、保険事業勘定を加えた予算の総額を、歳入歳出それぞれ５１億３９万円とする

ものでございます。 

 今後も高齢者を取り巻く状況の変化を踏まえ、超高齢社会に対応するべく、適正な介護

給付と介護予防事業の拡充を図り、本市の介護保険制度のさらなる充実と保健福祉の関連

施策の安定的な運営に努力してまいる所存でございます。 

 次に、第２０号議案平成３１年度中間市後期高齢者医療特別会計予算について、提案理

由を申し上げます。 

 まず、歳出の主なものといたしましては、福岡県後期高齢者医療広域連合への納付金と

して８億４００万円を計上いたしております。 

 次に、歳入の主なものといたしましては、後期高齢者医療保険料として６億４６０万円、

一般会計繰入金として２億１,２１０万円を計上いたしております。 

 以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ８億１,７６４万円とするものでございま

す。 

 今後も、福岡県後期高齢者医療広域連合とのきめ細かな連携により、安心、信頼の医療

の確保及び被保険者の予防医療の推進並びに保険料の収納率向上を図り、より一層の効率

的運営に努力してまいります。 

 次に、第２１号議案平成３１年度中間市水道事業会計予算について、提案理由を申し上

げます。 

 平成３１年度の給水戸数は、中間市と遠賀町を合わせまして２万７,９９８戸を予定し、

年間の総配水量を６３５万立方メートル、１日当たりの平均配水量を１万７,３７０立方

メートルといたしまして、年間有収水量を５５９万立方メートルと見込んでおります。 

 まず、収益的収入及び支出について、ご説明申し上げます。 

 水道事業収益につきましては、１０億９,９９０万円を計上いたしております。その主

な収益といたしましては、給水収益の９億１,６７２万円でございます。 

 また、水道事業費用につきましては、１０億７,４８２万円を計上いたしております。

その主な費用といたしましては、原水及び浄水費として２億６,０９９万円、また、減価

償却費として３億５,６３７万円を計上いたしております。 
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 その結果、平成３１年度は、消費税を含めまして２,５０８万円の利益を見込んでおり

ます。 

 次に、資本的収入及び支出について、ご御説明申し上げます。 

 資本的収入につきましては、２億１,８３１万円を計上いたしております。その主な収

入といたしましては、企業債の２億円でございます。 

 また、資本的支出につきましては、建設改良費、企業債償還元金等で７億８,０６２万

円を計上いたしております。 

 この内容といたしましては、配水管の老朽化に伴う配水管布設替工事を重点的に行うも

のでございます。その主な工事といたしましては、中間地区におきまして、市道小田ヶ浦

８号線配水管布設替工事など２１件、また、遠賀地区におきまして、町道尾崎１号線配水

管布設替工事など１２件で、総件数３３件を予定いたしております。 

 以上により、平成３１年度の建設改良事業につきましては、総事業費５億５,２３８万

円をもって実施することといたしております。 

 なお、資本的収支の不足額５億６,２３０万円につきましては、当年度分損益勘定留保

資金等で全額補填する予定でございます。 

 次に、第２２号議案平成３１年度中間市病院事業会計予算について、提案理由を申し上

げます。 

 まず、収益的収入及び支出につきまして、ご説明申し上げます。 

 収入につきましては、病院事業収益を２１億３,５５１万５,０００円計上いたしており

ます。このうち医業収益を１９億９,１０６万円計上いたしております。その内訳といた

しましては、入院収益７億９,７９１万円、外来収益１０億８,８２８万円、負担金

４,８６６万円、その他医業収益５,６２１万円でございます。 

 また、医業外収益を１億４,４４５万円計上いたしております。 

 その主なものといたしましては、他会計補助金４,７７１万円、負担金交付金４,７７０万

円、長期前受金の戻入金４,２２４万円でございます。 

 また、支出につきましては、病院事業費用を２１億３,１７２万９,０００円計上いたし

ております。 

 その主なものといたしましては、医業費用におきまして、給与費１０億６,７６６万円、

薬品等材料費５億９,９２９万円、委託料等経費３億４,５８０万円、減価償却費

７,７１２万円、資産減耗費９００万円を計上いたしております。 

 また、医業外費用におきまして、支払利息を１,０６０万円、特別損失におきまして、

１,３００万円計上いたしております。 

 次に、資本的収入及び支出につきまして、ご説明申し上げます。 

 収入につきましては、資本的収入を２億１,５０８万８,０００円計上いたしております。

その主なものといたしましては、固定資産整備企業債１億７,６９０万円、他会計負担金
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３,８１９万円でございます。 

 また、支出につきましては、資本的支出を２億３,９８４万６,０００円計上いたしてお

ります。その主なものといたしましては、器械備品等購入費１億７,６９２万円、企業債

償還金６,２９３万円でございます。 

 なお、資本的支出に対する収入不足額２,４７６万円につきましては、損益勘定留保資

金及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填することといたしております。 

 どうぞ、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（下川 俊秀君）  

 ただいま議題となっております平成３１年度各会計予算１０件に対する質疑は、３月

８日の本会議で行いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．会議録署名議員の指名

○議長（下川 俊秀君）  

 これより、日程第２５、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、議長において、小林信一君

及び柴田広辞君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（下川 俊秀君）  

 以上で、本日の日程は全て終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。 

午前10時51分散会 

────────────────────────────── 

    地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する 

        議  長    下  川  俊  秀 

        議  員    小  林  信  一 

        議  員    柴  田  広  辞 
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        議  員     

        議  員     


